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Ⅰ 不在者投票のできる人              

 
１ 概要 

（１）本来、投票は投票日に選挙人名簿に登録された投票区の投票所で行うのが原則です

が、長野県選挙管理委員会が指定した次の施設に入院（入所）中の選挙人で、投票日

に投票所に行って投票できない方は、その入院（入所）している施設において不在者

投票を行うことができます。これらの施設を「指定病院等」といいます。 

ア 病院（介護老人保健施設を含む） 

イ 老人ホーム 

ウ 身体障害者支援施設 

エ 保護施設 
 

 不在者投票のできる人 

（２）上記の指定病院等のほか、次の施設に入所（収容）中の選挙人も、その施設等で不

在者投票を行うことができます。 

ア 国立保養所 

イ 労災リハビリテーション作業所 

ウ 刑事施設、労役場、監置場又は警察留置場 

エ 少年院又は少年鑑別所 

オ 婦人補導院 

 

 

Ⅱ 不在者投票のできる期間及び時間 

 
１ 期 間 

選挙期日の告示日の翌日（３月２３日）から 選挙期日の前日（２８日） まで 

 
不在者投票のできる期間が６日間と短いので、投票用紙等の請求事務については、早

めに準備をお願いします。 

 
２ 時 間 

期間中毎日 午前８時３０分 から 午後５時 まで 

 
土曜日（不在者投票期間の最終日）でも投票できますので、不在者投票管理者は選挙

人の不在者投票の対応をしていただくことになります。 
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Ⅲ 不在者投票管理者について               

 
１ 不在者投票管理者となる者 

（１）不在者投票管理者とは不在者投票の責任者ですが、指定病院等を含む各施設におけ

る不在者投票管理者は次のとおりです。 

施設の種類 不在者投票管理者 
左記の者が欠けた場合等に 
不在者投票管理者となる者 

指
定
病
院
等
指
定
施
設 

病院（介護老人保健 
施設を含む） 

病院の院長 
病院の院長の職務を代理すべき医師若しく

は歯科医師 

老人ホーム 老人ホームの長 老人ホームの長の職務を代理すべき者 

身体障害者支援施設 施設の長 施設の長の職務を代理すべき者 

保護施設 施設の長 施設の長の職務を代理すべき者 

国立保養所 所 長 所長の職務を代理すべき者 

労災リハビリテーション 
作業所 

作業所の長 作業所の長の職務を代理すべき者 

刑事施設、労役場、監置場 
又は警察留置場 

刑事施設の長又は 
警察留置場の留置 
業務管理者 

刑事施設の長又は警察留置場の留置業務管

理者の職務を代理すべき者 

少年院等 少年院等の長 少年院等の長の職務を代理すべき者 

婦人補導院 婦人補導院の長 婦人補導院の長の職務を代理すべき者 

 
（２）病院の院長、老人ホームの長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長又は労災リ

ハビリテーション作業所の長が 

 ① 候補者となった場合 

 ② 外国人である場合 

は、不在者投票管理者となることができません。 

 
２ 不在者投票管理者の仕事 

（１）選挙人に代わって、選挙管理委員会に対し「投票用紙」及び「不在者投票用封筒」

の交付を請求する。 

（２）選挙管理委員会から交付された投票用紙及び不在者投票用封筒を選挙人に渡す。 

（３）投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書を点検する。 
※「不在者投票証明書」は、選挙人が自ら投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求した場合

にのみ送付されます。 
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（４）立会人を選任する。 

選挙権を有する者から最低１人を選び、不在者投票に立ち会わせる。 

不在者投票管理者は、投票をさせる場合には、選挙権を有する者最低１人を立ち合

わせなければならないので、あらかじめ立会人を選任してください。 

① 立会人は、単に選挙権を有していればよく、必ずしも上田市長選挙及び上田市議 

会議員一般選挙の選挙権を有している必要はありません。 

② 立会人は、不在者投票管理者、その補助者、代理投票の補助者を兼ねることはで  

きません。 

③ 立会人は、投票用紙等の点検から送致までの全ての手続きに立ち会うことになり 

ます。 

（注）立会人の立会いがなくして行われた投票又は不在者投票管理者が立会人を兼

ねて行われた投票は無効となりますので十分注意してください。 

なお、外部立会人については、７ページを参照してください。 

 
（５）不在者投票の記載場所を設置する。 

  投票記載場所の設備（P11 参照） 

① 投票記載場所は人の出入りのない１室に設けてください。 

② 他人が投票の記載をのぞき見したり、投票用紙の交換等が行われたりしないよ 

うに、相応の設備が必要となります。 

③ 投票記載場所には候補者の氏名等を記載したポスターや文書図画等を掲示する

ことができないので、掲示してある場合には撤去しておいてください。 

④ 施設における不在者投票では、法令により投票記載場所に候補者の氏名等掲示

は行わないこととされていますのでご留意ください。 

⑤ 記載所の入口には「不在者投票記載場所」の表示をしてください。 

⑥ 投票を記載するところには、筆記具・点字器等を備えてください。 

 
（６）代理投票の申請を受け、その可否を決定する。 

 
（７）投票の終わった不在者投票を上田市選挙管理委員会に送致する。 
 

※投票の秘密を保持し、投票に関する不正干渉等のないよう十分に配慮してください。

なお、不在者投票管理者は、業務上の地位を利用し、不在者投票に関して選挙運動を

することが禁止されています。 
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Ⅳ 不在者投票用紙等の請求              

 
 まず、投票用紙等を上田市選挙管理委員会の委員長に請求し、取り寄せることになりま

す。 

 
１ 投票用紙等の請求期間 

  選挙期日の前日までです。なお、告示日（３月２２日）の前でも請求できます。 

 
２ 投票用紙等の請求の手続き 

  選挙人から依頼を受けて、不在者投票管理者が請求する場合 

※不在者投票を行う日をあらかじめ特定している場合に、それ以外の日に選挙人

から投票用紙等の請求の依頼があっても、日を特定していることを理由として

依頼を拒否することのないようにしてください。 

 
基本的な請求方法を図示すると次のとおりとなります。 
選 挙 人         

（依頼の書類） 

・請求依頼簿（様式第１号） 

※上田市選挙管理委員会への提出は不要。 
 

不在者投票管理者 
（請求に必要な書類） 

・投票用紙等請求書（様式第２号） 

※本人の宣誓書は不要。 

 
上田市選挙管理委員会委員長 

（交付される物件） 

・投票用紙（上田市長選挙及び上田市議会議員一般選挙の投票用紙） 
・不在者投票用封筒 ※内封筒・外封筒があります（P13 参照）。 

 

不在者投票管理者 
 

※点字投票を申し立てる場合は 

① 不在者投票管理者が投票用紙等を請求する場合 

「投票用紙等請求書（様式第２号）」の備考欄にその旨を記載します。 

② 選挙人が自ら投票用紙等を請求する場合 

選挙人が自らその旨の申し立てをしなければなりません。 

持
参
又
は
郵
送 
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Ⅴ 不在者投票の方法 
 
１ 不在者投票をさせる前の注意 

  投票用紙を交付する際は、特に次の点に注意してください。 

・本人であるかどうか 

・投票の順序は以下のとおり 

① 上田市長選挙 

② 上田市議会議員一般選挙 

・投票用紙の交付誤りに注意（市長選挙の投票に市議会議員選挙の投票用紙を交付

しないこと） 

・点字投票の場合、投票用紙に 点字投票 の表示がされているか 

 
２ 投票の手続き 

（１）手順 

① 投票用紙と不在者投票用内封筒及び外封筒を選挙人に交付する。 

② 選挙人は、投票用紙に候補者１人の氏名を自書する。 

③ 投票用紙を、不在者投票用内封筒に入れて封をする。 

④ 不在者投票用内封筒を、不在者投票用外封筒に入れて封をする。 

⑤ 選挙人は、外封筒の表面に氏名を署名（自書）する。 

⑥ 不在者投票管理者に提出する。 

※まず、上田市長選挙の投票を①から⑥の手順によって行い、続いて上田市議会

議員一般選挙の投票を①から⑥の手順によって行ってください。 

※投票用紙は、折り曲げなくても不在者投票用内封筒に入ります。 

 
（２）点字投票 

    不在者投票用外封筒の表面の署名（自書）は、不在者投票用内封筒を不在者投票 

用外封筒に入れる前に、点字で行います。 

 
 （３）代理投票 

① 代理投票のできる選挙人 

文字の読み書きができなかったり、病気や障害によって候補者の氏名を自書で

きなかったりする選挙人は、不在者投票管理者に申請して「代理投票」をするこ

とができます。 

② 代理投票の方法 

不在者投票管理者は、立会人の意見を聞いて、補助者２人（施設の職員等）を

補助者本人の承諾を得て定め、その１人の立会いのもとに他の１人（代理記載人）

に投票記載場所で選挙人の指示する候補者１人の氏名等を記載させます。これを
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「内封筒」に入れ封をさせ、更に「外封筒」に入れ封をさせます。最後に、当該代

理記載人が「外封筒」の表面の「投票者」欄に選挙人の氏名を記載し、選挙人か

ら不在者投票管理者に提出させます。 

③ 代理投票の拒否 

①の代理投票の事由がないと不在者投票管理者が認めたときは、立会人の意見

を聞いて代理投票を拒否することができます。 

④ 代理投票の仮投票をさせる場合 

・代理投票を拒否された選挙人に不服があるとき 

・代理投票をさせることについて立会人に不服があるとき 

代理投票の仮投票の場合には、②の手続きに加えて、代理記載人に不在者投票

用外封筒表面の選挙人氏名の左欄に、代理記載人の署名（自書）をさせ、提出さ

せます。 

 
 （４）ベッドの上で投票させる場合 

重病人等歩行困難な選挙人については、不在者投票管理者の管理の下で立会人の

立ち会いがあれば、例外的にベッドの上で投票することもできます。 

この場合は投票の秘密保持に十分注意し、投票の扱いを慎重にしてください。 

また、ベッドのある室内に候補者の氏名等を記載した文書やポスターが貼られて

いる場合、それらを掲示したまま投票することはできませんので、投票前に撤去し

てください。 

 

３ 不在者投票が終わったら 

不在者投票管理者は、「投票用紙の入った不在者投票用外封筒」の表面に、投票の

年月日、投票の場所及び不在者投票管理者の氏名を記載（ゴム印でも可）し、立会人

に署名（自書）させます。 

 
４ 不在者投票の送致（P14 参照） 

不在者投票管理者は、「投票用紙の入った不在者投票用外封筒」を他の適当な封筒に

入れて封をして、表面に「不在者投票在中」と朱書し、裏面に施設名、所在地、不在者

投票管理者名を記載（ゴム印でも可）のうえ印を押して、上田市選挙管理委員会委員長

に持参又は郵送してください。 
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Ⅵ 外部立会人に係る事務 
 
１ 指定病院等における外部立会人 

平成２５年５月３１日公布（平成２５年６月３０日施行）の「公職選挙法等の一部を

改正する法律」に基づき、指定病院等の不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会

が選定した者（以下「外部立会人」という）を投票に立ち会わせるなどの方法により、

不在者投票の公正な実施の確保に努めることとされました（これは努力義務であって、

必ず外部立会人が立ち会わなければならないということではありません。）。 

不在者投票を行うにあたって外部立会人の立会いを希望する場合は、事前に上田市

選挙管理委員会に御相談ください。 

 
２ 外部立会人に係る事務の流れ 

 
① 上田市選挙管理委員会は、「外部立会人候補者名簿」を作成する。 

② 上田市選挙管理委員会は、指定病院等の不在者投票管理者から希望する日時（②－１）、

外部立会人候補者から都合のつく日時（②－２）の連絡を受け、具体的な外部立会人の

選定に向けて調整する。 

③ 上田市選挙管理委員会は、当該指定病院等の外部立会人候補者を選定し、外部立会人

本人（③－１）及び指定病院等の不在者投票管理者（③－２）に送付する。 

④ 指定病院等の不在者投票管理者は、外部立会人本人に対し「立会人選任書」を送付す

る。 

⑤ 外部立会人は、指定病院等の不在者投票管理者に「立会人承諾書」を送付した上で、

指定病院等において立会いを実施する。 

 

上田市選挙管理委員会 外部立会人

指定病院等の
不在者投票管理者

名簿

外部立会人

選定通知希望する

日時の連絡

②－１

①
②－２

都合のつく日時の連絡

③－１

決定した日時等の連絡

③－２

決定した日時等

の連絡

④

立会人

選任書

の送付

立会人

選任書

立会人

承諾書
⑤

立会いの承諾

立会いの実施

外部立会人

選定通知

外部立会人

選定依頼
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Ⅶ 不在者投票の経費等の請求 
 

１ 不在者投票に要した経費 

（１）請求金額 

不在者投票に要した経費（郵送料及び不在者投票事務）は、「国会議員の選挙等の

執行経費の基準に関する法律」に準じて不在者投票をした選挙人数に１人当たりの

単価１,２３６円を乗じた額を交付します。 

選挙期日以後、４月１０日（金）までに「不在者投票経費請求書（様式第６号）」

と「不在者投票投票者名簿（様式第７号）」を提出してください。 

（２）請求先 

あて先は「上田市長」とし、上田市選挙管理委員会に送付してください。 

（３）請求書の記載 

① 不在者投票経費請求書（様式第６号）の「口座番号」、「口座名義」は、金融機関

に届出の正式名称を正確に記入してください。 

②「口座名義」にはフリガナをつけてください。 

③「口座名義」が請求者と異なる場合には委任状に必要事項を記載してください。 

 
２ 外部立会人に要した経費（特別経費交付金で支出する場合） 

（１）請求金額 

外部立会人が１日のうち一部の時間について立ち会った場合は、実際に立ち会った

時間に応じ、勤務の実績に応じた額（目安は１時間当たり１,４５９円）を請求するこ

とができます（１時間未満の端数は切り上げ）。なお、立会時間が７時間を超えた場

合に１２,４００円を上限とします（旅費含む）。 

選挙期日以後、４月１０日（金）までに「経費請求書（様式第８号）」と「不在者

投票投票者名簿（第７号）」に「選定通知の写し」及び「謝金領収書」を付けて提出

してください。 

（２）請求先 

請求先は「上田市長」とし、上田市選挙管理委員会に送付してください。 

（３）請求書の記載 

① 経費請求書（様式第８号）の「口座番号」、「口座名義」は、金融機関に届出の正

式名称を正確に記入してください。 

②「口座名義」にはフリガナをつけてください。 
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指定病院等の不在者投票 Q＆A 
 
問１ 指定病院等に入院中の選挙人の付添人は、その指定病院等で不在者投票はできるのか。 

答 できません。付添人が選挙期日前に投票をする場合は、上田市選挙管理委員会が指

定する場所での期日前投票か、不在者投票を行うことになります。 

 
問２ 不在者投票管理者は、その選挙に関して選挙権を有していなければならないか。 

答 その必要はありません。不在者投票管理者となるべき者は、選挙権の有無に関わら

ず当然に不在者投票管理者となります。 

 
問３ 選挙人からの依頼を受けて投票用紙等の請求をする場合、不在者投票管理者本人で

なければ請求できないのか。 

答 不在者投票管理者から投票用紙等の請求をすることを依頼されていればその代理人

でもよく、例えば事務長等でも請求できます。 

この場合には「○△病院長代理人 事務長 上田太郎」のように請求者の職氏名を明記

してください。 

 
問４ 選挙人からの依頼を受けて投票用紙を請求したが、実際にその選挙人が投票を行わ

なかった場合にも、経費の請求はできるのか。 

答 投票を行わなかった選挙人に係る分の経費は請求できません。 

 
問５ 平成２５年に実施された参議院議員通常選挙から、指定病院等の不在者投票の際に、

市町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち合わせるとの努力義務が課され

たが、必ず外部立会人を置かなければいけないのか。 

答 あくまで努力義務ですので“必ず置かなければならない”ということではありませ

ん。各施設における不在者投票の現状を考慮した上で、不在者投票管理者が判断して

いただければ結構です。 

 
問６ 投票記載場所内に候補者の氏名掲示はできないとのことだが、何か代替策はないか。 

答 投票記載場所内での掲示はできませんが、投票会場の外で選挙公報等を見せること

は差し支えありません。 
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＜記載台＞                 

 
 
（注１）投票記載台上のみならず、投

票記載場所内においても、当該

選挙における候補者の氏名等

の掲示はできません。 
（注２）候補者等の氏名を記載したポ

スター等の文書が掲示されて

いないか注意してください。 
（注３）選挙公報紙を投票会場内に持

ち込むことや、備え置くことは

できません。 

    

    

    

 

囲 
 

い 

囲 
 

い 

囲 
 

い 

    

  

記載台

受付

投票用紙
（市長選）
の交付

入口 出口

投票用紙の受領・確認
投票用紙（市長選）の受領
投票用紙（市議選）の交付
投票用紙（市議選）の受領

記載台

事務従事者

事務従事者

投票管理者 投票立会人

筆記用具 

不在者投票を行う場所の配置例 
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投 票 用 紙 等 の 請 求 依 頼 簿 
 

私は、令和８年３月２９日執行の上田市長選挙及び上田市議会議員一般選挙に際し、当

院（所）において不在者投票をしたいので、投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求

することを、                     に依頼します。 
 

依頼年月日 選挙人名簿に記載されている住所 依頼者氏名 印 生年月日 備考 

令和８年 
 ３月  日 

上田市 
       

 明・大・昭・平 
   年 月 日 

点字 

令和８年 
 ３月  日 

上田市 
       

 明・大・昭・平 
   年 月 日 

 

 
 

 

投 票 用 紙 等 請 求 書 

 
上記の選挙人は、令和８年３月２９日執行の上田市長選挙及び上田市議会議員一般選挙の当

日、当（  施  設  名  ）にあるため、当（  施  設  名  ）において投票す

る見込みであり、公職選挙法施行令第５０条第４項（第５１条第２項において準用する第５０条

第４項）の規定による依頼があったので、上記の選挙人に代わって、投票用紙及び不在者投票用

封筒の交付を請求します。 
令和 ８ 年   月   日 

（住    所） 

（船長、病院長、老人ホームの長、国立保養所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、

労災リハビリテーション作業所の長、刑務所長、少年院長、少年鑑別所長、婦人補導院長） 

                     （代理人） 

病院長 

          （氏 名）              
上田市選挙管理委員会委員長  あて 

 
（注）ア 選挙人から点字によって投票する旨の申出があった場合は、備考欄に「点字」と記 

載すること。 

イ 病院長にかかる公印・私印等の押印は不要です。 

受付 
番号 

投票 
区名 

名簿 
番号 

選挙人名簿に記載されている住所 選挙人氏名 生年月日 備考 

   上田市  明・大・昭・平 
  年 月 日 

点字 

   上田市  明・大・昭・平 
  年 月 日 

 

様式第１号 

様式第２号 
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不在者投票外封筒・不在者投票内封筒（前回執行のもの） 

 
 

外封筒・上田市長選挙（黄色に黒字） 内封筒・上田市長選挙 

 
 

外封筒・上田市議選挙（桃色に赤字） 内封筒・上田市議選挙 
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【共通事項】 
・「投票場所」は、“○○病院○○室”のように記載してください。 

・不在者投票管理者の職氏名は、筆記のほかゴム印等の押印も可能です（認印は不要）。 

・「立会人」の署名は、立会人自身の自筆に限られます。ゴム印等を押したり、他人が代わりに

記載したりすることはできません。 

【代理投票を行った場合】 

・「投票者」の欄は、投票用紙に記載をした補助者が、投票を行った選挙人の氏名を記載して

ください。 

・「代理記載人」の欄は“代理投票の仮投票”を行う際に使用するものです。通常の代理投票で

は使用しませんので、誤って記載しないよう御注意ください。 

 
 

 
 

（表） 
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○印  ○印  

○印  ○印  

○印  

○印  

○印  

○印  
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先 

不在者投票外封筒の各項目について 
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選挙人に対する周知 
 
 次の（例）のようなポスターを作成し、院（所）内の適当な場所に掲示していただきます

よう御配意ください。 
 
（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

お
知
ら
せ 

  

当
施
設
（
病
院
）
で
は
、
施
設
（
病
院
）
内
に
お
い
て
上
田
市
長

選
挙
及
び
上
田
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
不
在
者
投
票
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
を
行
い
ま
す
の
で
、

当
施
設
（
病
院
）
で
不
在
者
投
票
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
職
員
ま
で

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

一 

投
票
日
時 
３
月
○
日
（
○
）
午
前
○
時
～
午
後
○
時 

  

二 

場 
 

所 

○
階 
○
○
会
議
室 

  

な
お
、
右
の
投
票
日
以
外
（
３
月
23
日
～
３
月
28
日
）
で
も
申
出

に
よ
り
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
で
き
る
限
り
右
記
の
日

時
に
投
票
さ
れ
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
法
令
に
よ
り
投
票
記
載
所
内
に
は
候
補
者
の
氏
名
等
を
掲

示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
投
票
前
に
候
補
者
の
氏
名
等
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

施
設
（
病
院
）
長 

○
○ 

○
○ 
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No. 名称 所在地

1 医療法人清泰会　メンタルサポート　そよかぜ病院 上田市塩川3057番地１

2
長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハ
ビリテーションセンター鹿教湯病院

上田市鹿教湯温泉1308番地

3 丸子中央病院 上田市上丸子335番地5

4 独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 上田市緑が丘１丁目27番21号

5 医療法人慈善会安藤病院 上田市中央西１丁目１番20号

6 医療法人友愛会千曲荘病院 上田市中央東4番61号

7 医療法人健和会小林脳神経外科神経内科病院 上田市常田3丁目15番地41

8 医療法人健静会上田病院 上田市中央１丁目3番3号

9 医療法人健救会柳澤病院 上田市中央西１丁目2番10号

No. 名称 所在地

1 特別養護老人ホーム　しおがわ敬老園 上田市塩川1001番地

2 ベルポートまるこ東 上田市中丸子1897番地１

3 ベルポートまるこ西 上田市中丸子1897番地１

4
社会福祉法人恵仁福祉協会　特別養護老人ホーム
アザレアンさなだ

上田市真田町長7141番地１

5 依田窪特別養護老人ホームともしび 上田市下武石776番地１

6 社会福祉法人敬老園　養護老人ホーム　報恩寮 上田市上田原1050番地

7 特別養護老人ホーム　別所温泉長寿園 上田市別所温泉1828番地2

8 特別養護老人ホーム　室賀の里 上田市上室賀19番地

9 介護老人福祉施設　うえだ敬老園 上田市中央3丁目15番地5

10 ケアハウス　うえだ敬老園 上田市中央3丁目15番地5

11 特別養護老人ホームローマンうえだ 上田市殿城250番地1

12 しものごう敬老園 上田市下之郷463番地1

13 ライズ上田中央 上田市中央東1番地17号

No. 名称 所在地

1
社会福祉法人　上田しいのみ会　障害者支援施設
上田しいのみ園

上田市中之条801番地

2
社会福祉法人　上田しいのみ会障害者支援施設　し
いのみ療護園

上田市下室賀2826番地

No. 名称 所在地

1 介護老人保健施設　ケアまるこ 上田市上丸子331番地13

2 医療法人丸山会　介護老人保健施設　御所苑 上田市御所666番地

3 医療法人慈修会　介護老人保健施設　ほのぼの 上田市住吉322番地

4
医療法人光仁会　介護老人保健施設チェリーガーデ
ン

上田市保野710番地

5 介護療養型老人保健施設　いずみの 上田市小泉72番地１

（不在者投票のできる介護老人保健施設）

指定施設一覧

（不在者投票のできる病院）

（不在者投票のできる老人ホーム）

（不在者投票のできる身体障害者支援施設）
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指定施設等における不在者投票に関する各種様式の御案内 

 

指定病院等における不在者投票に関する各種様式については、以下のとおり上田市のホーム

ページの中に Word、Excel、PDF 等の形式で掲載してありますので、御活用ください。 

※掲載画面は前回選挙のもの。 

 

上田市のホームページ（https://www.city.ueda.nagano.jp/） 

⇒ 総合案内メニュー内の「選挙」 

⇒ 上田市長選挙・上田市議会議員一般選挙 総合案内 

 


